
１.入居対象者

　介護保険法に定める要介護区分の要介護３から要介護５と認定された方で、常時介護を必要とし、かつ居宅において介護を受けることが困難な方などです。

２.入所の決定

　必要な書類を添え、申し込みをしていただいた後、入所検討委員会でご本人の身体状況、おかれている生活状況などを総合的に判断して決定いたします。

３.入所にかかわる費用等（1日あたり）

基本料金
個別機能
訓練加算

日常生活継
続支援加算

看護体制
加算(Ⅰ)

看護体制
加算(Ⅱ)

夜間職員
加　　算

合　　計

要介護３ ８１５円 １２円 ４６円 ４円 ８円 ２１円 ９０６円

要介護４ ８８６円 １２円 ４６円 ４円 ８円 ２１円 ９７７円 ＊　その他、日常生活において通常必要となるものにかかる費用で、入居者

要介護５ ９５５円 １２円 ４６円 ４円 ８円 ２１円 １,０４６円 　　本人が負担することが適当と認められるものは実費負担となります。

＜居住費（光熱費及び室料）及び食費（食材料費及び調理費）＞

食費 居住費

３００円 ８８０円

３９０円 ８８０円

６５０円 １,３７０円

１,３６０円 １,３７０円

１,４４５円 ２,５４０円

＜所得に応じた利用料金の減額について＞

＊　看取り介護加算・・・ ７２円 （死亡日以前４５日以上３１日以下の場合） 利用負担段階 食事負担 居住費

１４４円 （死亡日以前４日以上３０日以下の場合） 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金

６８０円 （死亡日以前２日・３日の場合） 受給者・生活保護受給者

（死亡日の場合）

＊　介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・・・上記の要介護度別に算定した基本料金及び加算料金の合計

◎介護保険特定負担限度額認定証に基づき利用料金を減額いたします。

※外泊・入院期間は、７日目以降、全ての方に第４段階の居住費が発生します。

１日あたり　　　　　　　　１００円

令和６年８月１日現在

市町村民税世帯非課税、課税年金収入額
と合計所得金額の合計が１２０万円以上

上記以外の方

市町村民税世帯非課税、課税年金収入額と
合計所得金額の合計が８０万円以上
１２０万円以下

１,３６０円 １,３７０円

１,４４５円 ２,５４０円

市町村民税世帯非課税、課税年金収入額
と合計所得金額の合計が８０万円以下

３００円 ８８０円

３９０円 ８８０円

６５０円

第１段階

第２段階

第３段階①

第３段階②

第４段階

１,３７０円

特別養護老人ホーム　おでんせ本宮

利用者負担第１段階

利用者負担第２段階

利用者負担第３段階①

利用者負担第３段階②

利用者普段第４段階

＜その他加算について（該当者のみの加算）＞

＊　在宅復帰支援にかかる各種加算

＜利用者全員の加算について＞

＜預かり金管理料＞

区分

＊　高齢者施設等感染対策向上加算・・・５円/月

＊　生産性向上推進体制加算Ⅱ・・・１０円/月

適用要件

＊　科学的介護推進体制加算Ⅱ・・・５０円/月

１，２８０円

＊　初期加算・・・３０円（入所後３０日間加算されます）

＊　安全対策体制加算・・・２０円（新規入所時）

＊　入院・外泊時加算・・・２４６円（６日間まで基本料金に代わり　１日２４６円）

＊　療養食加算・・・６円×１食（医師の食事箋に基づいて療養食を提供します）

　　　　　　　　　　　　(自己負担額)の１,０００分の１４０に相当する額


